
目

次

規

則

○
賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
一

○
青
森
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
自
然
保
護
課
）
…
一

○
青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
保
健
衛
生
課
）
…
四

○
青
森
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
商
工
政
策
課
）
…
四

○
青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
港
湾
空
港
課
）
…
五

議

会

○
青
森
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqq（
総

務

課
）
…
五

規

則

賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
四
号

賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

賠
償
責
任
を
有
す
る
補
助
職
員
を
指
定
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
年
十
月
青
森
県
規
則
第
八
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
後
段
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
第
一
項
後
段
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
五
号

青
森
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
十
二
月
青
森
県
規
則
第
七
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
き
こ
う
と
す
る
」
を
「
聴
こ
う
と
す
る
」
に
、
「
き
く
」
を
「
聴
く
」
に
改

め
る
。

第
六
条
中
「
き
こ
う
と
す
る
」
を
「
聴
こ
う
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
き
こ
う
と
す
る
」
を
「
聴
こ
う
と
す
る
」
に
、
「
こ
え
て
」
を
「
超
え
て
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
こ
え
て
」
を
「
超
え
て
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
四

号
中
「
附
近
」
を
「
付
近
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
項
第
五
号
中
「
附
近
」
を
「
付
近
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
附
近
」
を
「
付
近
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
二
第
一
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
そ
の
生
態
系
維
持
回
復
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
に
当

た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
、
条
例
第
二
十
二
条
の
三
第
二
項
の
認
定
を
受
け
る
場

青
森
県
報
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第
三
十
二
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令
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二
年三

月
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十
日

（
月
曜
日
）



合
は
、
前
条
第
一
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

第
二
十
六
条
の
五
第
二
項
中
「
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
各
号
」
を
「
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項

第
一
号
及
び
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
三
項
及
び
第
二
十
九
条
第
三
項
中
「
附
近
」
を
「
付
近
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
中
「
の
各
号
」
を
削
る
。

別
表
第
一
第
一
号
３
㈧
中
「
別
表
第
三
第
一
号
６
」
を
「
別
表
第
三
第
一
号
７
」
に
改
め
、
同
３

十四
及
び

中
「
附
帯
す
る
」
を
「
付
帯
す
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
第
十
二
号
中
「
附
帯
す
る
」
を
「
付
帯
す
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
第
一
号
中
24
を
25
と
し
、
23
を
24
と
し
、
22
を
23
と
し
、
21
を
22
と
し
、
20
を
21
と

し
、
19
を
20
と
し
、
18
を
19
と
し
、
17
を
18
と
し
、
16
を
17
と
し
、
15
を
16
と
し
、
14
を
15
と
し
、

13
を
14
と
し
、
12
を
13
と
し
、
11
を
12
と
し
、
10
を
11
と
し
、
９
を
10
と
し
、
８
を
９
と
し
、
７
を

８
と
し
、
６
を
７
と
し
、
５
を
６
と
し
、
４
を
５
と
し
、
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

境
界
標
（
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
七
十
七
条
第
一
項

第
九
号
に
規
定
す
る
境
界
標
を
い
う
。
）
を
設
置
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

26

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七

十
五
号
）
第
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
保
護
増
殖
事
業
等
（
以
下
「
認
定
保
護
増

殖
事
業
等
」
と
い
う
。
）
の
実
施
の
た
め
に
工
作
物
を
設
置
す
る
こ
と
。

27

野
生
鳥
獣
に
よ
る
生
態
系
に
対
す
る
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
カ
メ
ラ
そ
の
他
の
観
測
機
器
又

は
標
識
、
く
い
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
設
置
す
る
こ
と
。

28

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

律
第
七
十
八
号
）
第
三
章
の
規
定
に
よ
る
特
定
外
来
生
物
の
防
除
の
た
め
に
カ
メ
ラ
そ
の
他

の
観
測
機
器
又
は
標
識
、
く
い
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
設
置
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
第
五
号
６
中
「
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
八
号
）
」
を
削
り
、
「
特
定
外
来
生
物

で
」
を
「
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
外
来
生
物
（
以
下
「
特
定
外
来
生
物
」
と
い

う
。
）
で
」
に
改
め
、
同
６
を
同
号
８
と
し
、
同
号
５
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
環
境
大
臣
の
許
可
に
係
る
木
竹
で
あ
つ
て
、
同
法
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
内

希
少
野
生
動
植
物
種
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
指
定
種
に
係
る
も
の
（
同

法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
を
伐
採
す
る
こ
と
。

７

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
木
竹
を
伐
採
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
第
七
号
８
中
「
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
」
を
削
り
、
「
も
の
」
の
下
に

「
（
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に
係
る
も
の
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
中

12
を
13
と
し
、
11
を
12
と
し
、
10
を
11
と
し
、
９
を
10
と
し
、
８
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
に
木
竹
を
損
傷
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
第
十
三
号
中
「
附
帯
す
る
」
を
「
付
帯
す
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
第
一
号
中
「
６
ま
で
」
を
「
８
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

５

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保
存
に
関
す
る
法
律
第
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
環
境
大
臣
の
許
可
に
係
る
行
為
（
同
法
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
に

係
る
行
為
を
含
む
。
）

６

認
定
保
護
増
殖
事
業
等
の
実
施
の
た
め
の
行
為

別
表
第
四
第
四
号
中
「
附
帯
す
る
」
を
「
付
帯
す
る
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
第
一
号
１
中
「
同
号
19
、
22
及
び
23
」
を
「
同
号
20
、
23
及
び
24
」
に
改
め
、
同
表
第

七
号
中
「
附
帯
す
る
」
を
「
付
帯
す
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
六
条
の
二
第
一
号
イ
の

改
正
規
定
、
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
第
二
十
六
条
の
五
第
二
項

の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
六
号

青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
六
月
青
森
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
」
を
「
第
十
二
号
か
ら
第
十
四
号
」
に

改
め
、
同
項
中
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
宿
舎
に
関
す
る
公
園
事
業
で
あ
つ
て
、
特
定
の
者
の
優
先
的
な
使
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用
を
確
保
す
る
仕
組
み
を
設
け
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
仕
組
み
及
び
当
該
事
業
の
執
行
に

よ
る
自
然
公
園
の
保
護
又
は
利
用
の
増
進
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
一
号
中
「
第
十
一
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
第
一
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
そ
の
生
態
系
維
持
回
復
事
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
に
当

た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

第
二
十
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
、
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
の
認
定
を
受
け
る
場
合

は
、
前
条
第
一
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

第
二
十
二
条
第
二
項
中
「
第
二
十
条
第
三
項
各
号
」
を
「
第
二
十
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二

号
」
に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
の
備
考
の
１
の
⑾
中
「書

類
」
の
次
に
「（

当
該
施
設
の
所
有
権
を
客
室
単
位
等
で

販
売
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
公
園
施
設
の
耐
用
年
数
に
応
じ
た
借
地
借
家
法
に
基
づ
く
定
期
借
地

権
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
又
は
公
園
施
設
の
大
規
模
修
繕
及
び
建
替
え
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が

見
込
ま
れ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ

く
区
分
所
有
者
等
と
公
園
事
業
者
の
契
約
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
含
む
。
）

」
を
加
え
、
同

１
中
⒀
を
⒁
と
し
、
⑿
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒀
分
譲
型
ホ
テ
ル
等
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
以
下
の
書
類

ア
特
定
の
者
が
優
先
的
に
宿
泊
す
る
仕
組
み
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

イ
一
般
の
利
用
者
の
宿
泊
の
機
会
を
確
保
す
る
仕
組
み
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

ウ
年
間
延
べ
宿
泊
可
能
客
室
数
の
う
ち
一
般
の
利
用
者
の
宿
泊
の
機
会
が
確
保
さ
れ
る

年
間
延
べ
宿
泊
可
能
客
室
数
が
占
め
る
割
合
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

エ
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類

ア
公
園
施
設
が
所
在
す
る
地
域
の
再
活
性
化
又
は
上
質
化
に
向
け
た
取
組
内
容
を
明

ら
か
に
し
た
書
類

イ
改
築
、
増
築
又
は
建
替
え
を
行
う
廃
屋
又
は
老
朽
化
施
設
に
係
る
敷
地
内
の
配
置

を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
1,000分

の
１
以
上
の
配
置
図
、
天
然
色
写
真
及
び
登
記
事

項
証
明
書

第
一
号
様
式
の
備
考
の
２
の
⑸
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

エ
分
譲
型
ホ
テ
ル
等
の
該
当
の
有
無
並
び
に
分
譲
型
ホ
テ
ル
等
に
該
当
す
る
場
合
は
、

そ
の
種
類
（
コ
ン
ド
ホ
テ
ル
、
会
員
制
ホ
テ
ル
、
企
業
保
養
所
の
別
）
並
び
に
特
定
の

者
が
優
先
的
に
宿
泊
す
る
仕
組
み
の
概
要
、
一
般
の
利
用
者
の
宿
泊
の
機
会
を
確
保
す

る
仕
組
み
の
概
要
及
び
年
間
延
べ
宿
泊
可
能
客
室
数
の
う
ち
一
般
利
用
者
の
宿
泊
の
機

会
が
確
保
さ
れ
る
年
間
延
べ
宿
泊
可
能
客
室
数
が
占
め
る
割
合

第
一
号
様
式
の
備
考
の
２
の
⑺
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑺
添
付
図
面
の
う
ち
、
建
築
物
に
関
す
る
平
面
図
は
、
間
取
り
及
び
客
室
の
用
途
を
記
載

す
る
こ
と
。
ま
た
、
分
譲
型
ホ
テ
ル
等
に
あ
つ
て
は
、
分
譲
販
売
又
は
会
員
販
売
等
の
対

象
と
な
る
客
室
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

第
二
号
様
式
の
備
考
の
１
の
⑶
の
ケ
中
「書

類

」
の
次
に
「（

当
該
施
設
の
所
有
権
を
客
室
単
位

等
で
販
売
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
公
園
施
設
の
耐
用
年
数
に
応
じ
た
借
地
借
家
法
に
基
づ
く
定
期

借
地
権
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
又
は
公
園
施
設
の
大
規
模
修
繕
及
び
建
替
え
が
円
滑
に
実
施
さ
れ
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
建
物
の
区
分
所
有
等
に
関
す
る
法
律
に

基
づ
く
区
分
所
有
者
等
と
公
園
事
業
者
の
契
約
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
類
を
含
む
。
）

」
を
加

え
、
同
⑶
中
サ
を
シ
と
し
、
コ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

サ
分
譲
型
ホ
テ
ル
等
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
以
下
の
書
類

ア
特
定
の
者
が
優
先
的
に
宿
泊
す
る
仕
組
み
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

イ
一
般
の
利
用
者
の
宿
泊
の
機
会
を
確
保
す
る
仕
組
み
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

ウ
年
間
延
べ
宿
泊
可
能
客
室
数
の
う
ち
一
般
の
利
用
者
の
宿
泊
の
機
会
が
確
保
さ
れ

る
年
間
延
べ
宿
泊
可
能
客
室
数
が
占
め
る
割
合
を
明
ら
か
に
し
た
書
類

エ
次
の
い
ず
れ
か
の
書
類

ａ
公
園
施
設
が
所
在
す
る
地
域
の
再
活
性
化
又
は
上
質
化
に
向
け
た
取
組
内
容
を

明
ら
か
に
し
た
書
類

ｂ
改
築
、
増
築
又
は
建
替
え
を
行
う
廃
屋
又
は
老
朽
化
施
設
に
係
る
敷
地
内
の
配

置
を
明
ら
か
に
し
た
縮
尺
1,000分

の
１
以
上
の
配
置
図
、
天
然
色
写
真
及
び
登

記
事
項
証
明
書

第
二
号
様
式
の
備
考
の
２
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑷
添
付
図
面
の
う
ち
、
建
築
物
に
関
す
る
平
面
図
は
、
間
取
り
及
び
客
室
の
用
途
を
記
載

す
る
こ
と
。
ま
た
、
分
譲
型
ホ
テ
ル
等
に
あ
つ
て
は
、
分
譲
販
売
又
は
会
員
販
売
等
の
対

象
と
な
る
客
室
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

第
十
一
号
様
式
の
備
考
の
１
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶
国
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
に
あ
つ
て
は
、
青
森
県
立
自
然
公
園
条
例
施
行
規
則

第
19条
第
１
号
イ
及
び
ロ
の
規
定
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
書
類

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
七
号

青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
五
年
一
月
青
森
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
第
四
十
七
条
」
を
「
第
五
十
七
条
」
に
改
め
る
。

第
八
号
様
式
中
「青

森
県
収
入
証
紙
ち
よ
う
付

」
を
「青

森
県
収
入
証
紙
貼
付

」
に
、
「第

４
７

条

」
を
「第

５
７
条

」
に
、
「手

札
形
と
し
、
出
願
前
６
月
以
内
に
正
面
で
撮
影
し
た
も
の

」
を

「出
願
前
６
月
以
内
に
脱
帽
し
て
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
４
.５
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
横
３
.５
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
、
そ
の
裏
面
に
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
も
の

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
八
号

青
森
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
二
月
青
森
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
二
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
各
号
」
に
、
「
第
二
条
第
二
項
各
号
」

を
「
第
三
条
第
二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
二
人
以
上
」
を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
保
証
人
を
立
て
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
又
は
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
か
ら
保
証
人
を
立
て
る
こ
と

に
代
わ
る
措
置
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
知
事
が
相
当
と
認
め
る
担
保
を
提
供
す
る
場
合

で
債
権
の
保
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
貸
付
金
に
係
る
金
融
機
関
（
預
金
保
険
法
（
昭

和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

に
よ
る
債
務
の
保
証
を
受
け
る
場
合
で
債
権
の
保
全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

第
七
条
第
三
項
中
「
又
は
相
当
の
担
保
の
提
供
」
を
「
、
相
当
の
担
保
の
提
供
又
は
金
融
機
関
に

よ
る
債
務
の
保
証
を
受
け
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
三
項
中
「
第
二
条
第
一
項
各
号
」
を
「
第
三
条
第
一
項
各
号
」
に
改
め
、
「
、
経
営

改
革
計
画
」
を
削
る
。

第
十
七
条
中
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ
か
に
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
又
は
担
保
の
提
供
」
を

「
、
担
保
の
提
供
又
は
金
融
機
関
に
よ
る
債
務
の
保
証
を
受
け
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
中

「

」

を「

」

に
改
め
る
。

別
記
第
一
の
第
十
条
中
「又

は
担
保
の
追
加
又
は
交
替

」
を
「の

追
加
若
し
く
は
交
替
、
相
当
の

担
保
の
提
供
又
は
金
融
機
関
に
よ
る
債
務
の
保
証
を
受
け
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
の
第
十
二
条
第
三
項
中
「、

経
営
改
革
計
画

」
を
削
る
。

別
記
第
一
の
第
十
四
条
中
「一

に

」
を
「い

ず
れ
か
に

」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「又

は
担
保

の
追
加
又
は
交
替

」
を
「の

追
加
若
し
く
は
交
替
、
担
保
の
提
供
又
は
金
融
機
関
に
よ
る
債
務
の
保

証
を
受
け
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
中
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「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
貸
付
け
の
決
定
を
受
け
た
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
九
号

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
十
月
青
森
県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
表
第
二
号
中
「
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
、
同
表
第
三
号
中
「
（
大
韓
民
国
内
の
地
点
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
「
令
和
二
年
三
月
三
十

一
日
」
を
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

議

会

青
森
県
議
会
訓
令
第
一
号

議
会
事
務
局
職
員
一
般

青
森
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
三
十
日

青
森
県
議
会
議
長

森

内

之

保

留

青
森
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
三
月
青
森
県
議
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
総
務
課
の
項
中
第
十
六
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
五
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
四

号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
五

議
会
の
審
議
に
係
る
資
料
の
収
集
及
び
発
刊
に
関
す
る
こ
と
（
情
報
と
資
料
（
青
森
県
議

会
の
概
要
）
の
発
刊
に
関
す
る
事
務
に
限
る
。
）
。

十
六

事
務
局
の
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
の
調
査
課
の
項
第
六
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
情
報
と
資
料
（
青
森
県
議
会
の
概
要
）

の
発
刊
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
八
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
下
げ
、
同
項
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

議
員
派
遣
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
七
十
三
銭


